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商標の類比判断における外観、称呼及び観念の意義-
知財高裁平成30年11月7日判決（エナジア事件）
大瀬戸

はじめに
　出願商標と引用商標との類否は、以前には、両商標
の外観、称呼及び観念のそれぞれについて、一つでも
似かよっていれば類似商標とされるのが通常であっ
た。しかし、最高裁昭和43年2月27日判決（氷山事件）
が、「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商
標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推
測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうち
その一において類似するものでも、他の二点において
著しく相違することその他取引の実情等によって、な
んら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがた
いものについては、これを類似商標と解すべきではな
い。」と判示して以降、商標の類否判断はこれを基準
にして行われるようになっている。この事件は、商標
法4条1項11号に関する事案であったが、同項15号の
「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそ
れがある商標」の判断に当たっても、この基準が適用
されている。役務商標に関する事案ではあるが、最近
の知財高裁平成30年11月7日判決（エナジア事件）によ
り上記基準の適用例を具体的にみることしよう。

1　 エナジア事件の事案の概要
　被告（無効審判被請求人）は、第35類「広告業、経営
の診断又は経営に関する助言」等を指定役務とする商
標登録第5790605号の役務商標「エナジア（標準文字）」
（本件商標）の商標権者である。原告（無効審判請求人）
は、第35類「広告業、経営の診断又は経営に関する助
言」等を指定役務とする登録第4964802号商標（引用商
標2）の商標権者である（本件では原告の他の登録商標
（引用商標1）及び使用商標との類似性も問題になって
いるが、ここでは省略する）。引用商標2は、上段に片
仮名「エネルギア」を配し、下段に欧文字「EnerGia」
を配した上下併記の結合商標である。原告は、本件商
標について、引用商標2に類似するものであるから商
標法4条1項11号に該当し、かつ原告の役務と混同を生
ずるおそれがあるものであるから15号に該当し、した
がって、同法46条1項1号により無効にされるべきであ

るとして、商標登録無効審判請求（無効2016-890073
号）をした。
　これに対し、特許庁は、請求不成立審決をした。11
号該当性に関する審決の理由の要点は、本件商標と引
用商標2とは、両者ともに造語商標として認識される
ものであるから観念において比較することができない
としても、外観及び称呼を異にし、これらを総合的に
勘案すると、相紛れるおそれのない非類似の商標で
あって、別異の商標というべきであるから、本件商標
は11号に該当するものとはいえない、というものであ
る。15号該当性に関する審決理由の要点は、本件商標
と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点
からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であっ
て、別異の商標というべきであり、引用商標2は、原
告の業務に係る役務を表示するものとして、その需要
者及び取引者の間に広く認識されているとは認められ
ず、その独創性の程度も高いとはいえないから、本件
商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用
しても、取引者、需要者をして引用商標2を連想又は
想起させることはなく、その役務が原告又は同人と経
済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務
に係るものであるかのように、その役務の出所につい
て混同を生ずるおそれはないというべきであり、した
がって、本件商標は、15号に該当するものとはいえな
い、というものである。これに対し、原告は、審決の
上記判断は、いずれも誤っており、審決は取り消され
るべきであるとして本件訴訟を提起した。

2　 知財高裁判決の判旨（請求棄却）
（1） 取消事由1（11号該当性の判断の誤り）について
「本件商標と引用商標2の類否について
　本件商標と引用商標2を比較すると、外観が相違
することは明らかである。
　また、本件商標は『エナジア』の称呼を生じ、引
用商標2は『エネルギア』の称呼を生じるが、中間
音における『ナジ』と『ネルギ』の相違が4音と5音
という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響
は大きいから、離隔的観察においても、称呼上の相
違を十分認識することができる。
　そして、本件商標は、特定の観念を生じないが、
引用商標2は、原告のブランドという観念を生じる
ことがあるから、観念において相違するか比較する
ことができない。
　以上によると、本件商標と引用商標2とは、外
観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないか
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ら、本件商標は、引用商標2に類似する商標には当
たらないものと認められる。」（下線は筆者）

（2） 取消事由2（15号該当性の判断の誤り）について
「本件商標と引用商標2の混同のおそれ
　引用商標2は、前記…のとおり、上段に片仮名『エ
ネルギア』を配し、下段に欧文字『EnerGia』を配
したものであるところ、前記…のとおり、『EnerGia』
と『エネルギア』がそれぞれ、全国で、『電気の供給』
等のエネルギーに関連する役務において、原告の業
務に係る役務を表示するものとして、取引者、需要
者の間に広く認識されていると認められることから
すると、それらの結合商標である引用商標2につい
ても、同様に周知性を有するものと認められる。
　しかし、前記…のとおり、本件商標と引用商標2
とは、外観、称呼、観念において相紛れるおそれは
ないから、本件商標と引用商標2との類似性の程度
は低い。
　そうすると、引用商標2が造語からなる商標であ
り、独創性を有すること、引用商標2が周知性を有
すること、本件商標の指定役務と引用商標2の指定
役務の関連性が高いことなどを踏まえても、本件商
標をその指定役務に使用したときに、取引者、需要
者をして、当該役務が原告又は原告と一定の緊密な
営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品
化事業を営むグループに属する関係にある営業主の
業務に係る役務であると誤信されるおそれがあると
いうことはできない。」（下線は筆者）

3　 コメント
（1） 本件商標と引用商標2の類否（11号該当性）につい
て
　本件商標と引用商標2が、外観及び称呼において
相違するという判旨には異論はない。これに対し、
両商標が「観念において相違するか比較することが
できない。」とする点は、多少の考察を要する。ま
ず、判旨が「観念において比較することができない」
というのは、両商標ともに造語商標とみていること
による。次に、「観念において相違する」というのは、
本件商標が造語商標であることによりそれから特定
の観念が生じないのに対し、「引用商標2は、原告の
ブランドという観念を生じることがある」というこ
とによるものである。「ブランド」というのは曖昧
な概念であるが、判旨は、「『EnerGia』と『エネル
ギア』がそれぞれ全国で『電気の供給』等のエネル
ギーに関連する役務において、原告（注：中国電力

株式会社）の業務に係る役務を表示するものとし
て、取引者、需要者の間に広く認識されていること
からすると、それらの結合商標である引用商標2に
ついても、同様に周知性を有するもの」という意味
でこれを用いている。その結果、特定の観念を生じ
ない本件商標と原告のブランドという観念が生じる
ことのある引用商標2とは観念においても相違する
非類似の商標ということになるというのである。

（2） 本件商標と引用商標2の「混同のおそれ」（混同を
生ずるおそれ）（15号該当性）について
　取消事由2の判旨の下線部分は、最高裁平成12年7
月11日判決（レールデュタン事件）及び最高裁平成13
年7月6日判決（ポロ事件）で示された15号の「混同を
生ずるおそれ」の判断基準に従ったものである。上
記2判決は、いわゆる「広義の混同」を肯定した事
例であるが、本件判決はこれを否定している。本件
において注目すべきは、本件商標と引用商標2との
「類似性の程度」が「混同のおそれ」（混同を生ずる
おそれ）の判断要素とされている点である。本件で
は、両商標の外観、称呼、観念において相紛れるお
それはないから、両商標の類似性の程度は低い、と
されているが、外観と称呼についてはともかく、観
念については一考を要する。判旨の趣旨は、造語商
標である引用商標2からは特定の観念は生じない
が、それが周知性を取得すれば、それから引用商標
2の商標権者（原告・中国電力株式会社）の業務に係
る役務という観念が生じるというところにある。そ
の結果、本件商標と引用商標2とは、観念において
も相紛れるおそれがないから、両者の類似性の程度
は低い、というのが本件判決の立場である。

（3） 留意点
　15号の「混同を生ずるおそれ」があるかどうかの
判断にいては、「商標の類似は、絶対的に必要なも
のではな」いといわれているが（小野昌延・三山峻
司『新・商標法概説【第2版】』160頁）、実際には、
上記の最高裁判決や本件判決のように、商標の類似
性の程度という観点から「混同を生ずるおそれ」の
判断がなされ、その際、商標の外観、称呼及び観念
がその重要な判断要素とされていることに留意すべ
きある。
　また、周知商標や著名商標に類似する商標は、一
方で、当該周知商標や著名商標の保有者に係る役務
や商品と混同を生ずるおそれが強くなるが、他方で
は、本件のように、当該周知商標や著名商標が、そ
の保有者のブランドとしての観念を生じさせる場合
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には、周知商標や著名商標に似かよった商標であっ
ても、観念上判然と識別することができるものとし
て、混同を生ずるおそれが弱くなるということにも
十分留意すべきであろう。


